
2023年3月31日に新たな「観光立国推進基本計画」が閣議決定されました。この基本計画は、観光立
国推進基本法の規定に基づいて策定される観光施策に関する国の中期的な計画であり、 2021年３月に
計画期間が終了していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、観光産業の先行きが見通せな
かったことから計画の策定が先送りされていました。
今回の基本計画で、政府は観光立国の持続可能な形での復活にむけ、観光の質的向上を象徴する
「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」の3つをキーワードに、持続可能な観光地域づくり、イ
ンバウンド回復、国内交流拡大の3つの戦略に取り組むこととし、政府一丸、官民一体となって着実に取り組
むこととしています。
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持続可能な形での観光立国の復活にむけて
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第47回交通政策審議会 観光分科会（2023年5月18日）

5月18日（木）、国土交通省の第 47 回交通政策審議会 観光分科会が開催されました。同
分科会は、全日本交通運輸産業労働組合協議会（交運労協）の住野敏彦議長が委員として出
席しており、当日はサービス連合役員も分科会を傍聴しました。
今回の分科会では、令和５年度「観光白書」の策定が議題となりました。この観光白書は

年度毎に策定され、観光産業の状況と講じた施策、次年度に講じる施策がまとめられている
ものです。
当日は、観光庁からの観光白書案についての説明後、質疑応答・意見交換がおこなわれま

した。サービス連合の意見を踏まえ、住野議長は 「観光産業ではコロナ禍の影響で観光需要
が激減したことにより、雇用者数が大きく減少した。一方、現在は旅行需要が回復している。
需要分散化については政府主導で引き続き意識醸成を図っていただきたい。」と述べるとと
もに「観光産業は労働集約型産業であり、教育旅行・ユニバーサルツーリズムなど多様な
ニーズで複雑且つ特別な手配の重要性が増していることに加え、安全面やコンプライアンス
の重要性などからも、人財の確保が欠かせない。高付加価値化のために労働者一人あたりの
売上を上げていく際には、労働分配との好循環も重要であり、単価を上げ賃金を上げていく
ためには、経営努力が不可欠である。また、観光産業には非正規雇用で働く者も多い実態を
踏まえ、過度な人件費の削減につながらないように留意するべき。」と発言しました。

第47回交通政策審議会観光分科会 開催

交運労協とは
交運労協（正式名称＝全日本交通運輸産業労働組合協議会）

は、交通運輸に関わる労働者の生活と権利を守り、社会的地

位の向上を図るために結成された大産業別組織です。サービ

ス連合を含めて18の構成組織・約60万人の組合員で構成され

ています。

交運労協 住野敏彦議長


